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令和３年度鳥取県立図書館協議会をリモート開催します 

 
令和３年度第１回鳥取県立図書館協議会を下記のとおり開催します。 

 

記 

 
１ 日時  令和３年８月２４日（火）午後１時２０分～午後３時３０分まで 

 

 

２ 会場  鳥取県立図書館 ２階 大研修室（鳥取市尚徳町１０１） ZOOMによるリモート開催 

 

 

３ 議題   

（１） 令和２年度事業実施状況について 

（２） 令和３年度事業実施計画について 

（３） 鳥取県立図書館の目指す図書館像に係る今後の方針について 

（４） 鳥取県立図書館の目指す図書館像（第２次改訂版）に基づく中間評価について 

 

 

４ 報告 

（１） 県民から寄せられた意見（県民の声、利用者の意見）について 

（２） 令和３年度県政モニタリング事業について 

（３） その他 

 

 

５ 参考  

鳥取県立図書館協議会とは：図書館法第１４条に基づき設置される附属機関。図書館の運営に関し館長の諮問 

に応ずるとともに図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対し意見を述べる機関。 

 

協議会委員 １０名（学校関係者、社会教育関係者、学識経験者） 

 

                   


